
活気溢れる静岡市を目指して 

～中小企業が元気を発信～ 

 

 
商工部商業労政課 

 

 



１．第２次静岡市総合計画とのかかわり 

社会の活力向上のため、 

勤労者が充実した生活を送ることができるよう、 

勤労者の健康増進や余暇の有効利用など、 

勤労者福祉の増進を図る。 

第２次静岡市総合計画 
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２．ジョイブ静岡の役割 
 

 
市【商業労政課】 
◆勤労者の福祉及び厚生
に関すること 
◆雇用の促進に関すること 

 

ジョイブ静岡 
公益財団法人静岡市勤労
者福祉サービスセンター 

◆生活の安定・財産形成 
◆健康の管理 
◆自己啓発・余暇利用 
◆共済金の給付 

中小企業勤労者
及びその事業主 

 

◆事業所単位で入会でき
ない市内勤労者（個人） 

◆市内在住で市外の事業
所に勤務する勤労者（個
人） 
 

連携 
補完 

★無就業者の減少 
★納税義務者の増加 
★定住人口の増加 

２ 

サービスの
提供 

○業務効率の向上 
○従業員の離職抑止 
○新規雇用者の確保 
○雇用のミスマッチ解消 

○心身のリフレッシュ 
○メンタル疾患の予防 
○勤労意欲の向上 
○生活の安定 

一般市民 

利用対象者 



勤労者にとって 

 

◆スポーツ施設を利用 

◆健康診断の受診 

◆バスツアーに参加   

●心身のリフレッシュ 
●メンタル疾患の予防 
●勤労意欲の向上 
●生活の安定 
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中小企業にとって 

 

◆各種スポーツ大会に参加 

◆退職金制度の紹介 

 

 

   ●業務効率の向上 
●従業員の離職抑止 
●新規雇用者の確保 
●雇用のミスマッチ解消 
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３．本市の従業者規模別事業所数及び従業者数 

事業所数 割合 従業者数 割合 

１～４人 ２３，６１９ ５９．６％ ５０，７２１ １３．２％ 

５～９人 ７，６７５ １９．４％ ５０，０３４ １３．０％ 

１０～１９人 ４，４４６ １１．２％ ５９，９１５ １５．５％ 

２０～２９人 １，５０４ ３．８％ ３５，６４７ ９．２％ 

３０人以上 ２，３５８ ６．０％ １８９，６２６ ４９．１％ 

合 計 ３９，６０２ １００％ ３８５，９４３ １００％ 

従業員数２９人以下
の事業所 

９４％ 

従業員数２９人以下の
事業所で働く方 

５０．９％ 

静岡市統計書（平成２３年版）より 

平成２１年７月１日現在 

５ 



○調査時期 

 毎年、厚生労働省が実施 

○調査目的 

 主要産業における企業の労働時間制度、 

 賃金制度、労働費用等について総合的に調査 

○対象 

 常用労働者が３０人以上の民営企業 

 

 本市の事業所は殆どが調査対象外 

 

  

  国の調査対象にもならない規模の 

  事業所に働く勤労者に光を当てる必要がある 

４．中小企業の法定外福利厚生の現状 

６ 

就労条件総合調査 



労働実態調査について 

○調査時期 

 Ｈ２２年度（前回：Ｈ２０年度） 

 概ね３年に１度、本市が実施 

○対象 

 市内１０，０００事業所（回答４，６８２事業所） 

７ 



労働実態調査① 

雇用に関する問題 

８ 



労働実態調査② 

雇用に関する問題【従業員規模別】 

９ 



その他調査① 

「新卒者採用に関する実態調査」 

「新卒社員の就職活動時の実態調査」 

新卒者の就職・雇用ミスマッチ解消に向けた連絡会 

○調査時期 

 Ｈ２４年３月 

○対象 

 静岡県内２，５００社 

 従業員側３，２００人 

10 

ミスマッチをどう
したら解消できる
のだろう・・・ 



 就職活動中の中小企業へ関心が高まった理由 

 １位 転勤がない・希望勤務地 

 ２位 職場の雰囲気 

 

 

   

その他調査② 

中小企業への関心度 
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福利厚生サービスは、欠かせないと考える 

 
職場の雰囲気 
づくりには・・・ 

 

新卒社員に 
聞いた 



５．福利厚生事業代行業と比較して① 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 
（標準コースの場合） 

ジョイブ静岡 

月額会費 － ２，０００円／１人 １，０５０円／１人 ６００円／１人 

年   額 
１０，０００円／１人 ２４，０００円／１人 １２，６００円／１人 ７，２００円／１人 

入会金 
（初回のみ） 

－ － ５，２５０円／１人 ５００円／１人 

12 

※ジョイブ静岡会員の構成比で最も多い４人の従業員の企業で比較してみると 

ジョイブ静岡は、従業員規模の小さい企業を対象に、 
低廉な価格でサービスの提供を行っている 



福利厚生事業代行業と比較して② 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 
（標準コースの場合） 

ジョイブ静岡 

月額会費 － ２，０００円／１人 ３６７円／１人 ６００円／１人 

年   額 
１０，０００円／１人 ２４，０００円／１人 ４，４０４円／１人 ７，２００円／１人 

入会金 
（初回のみ） 

３，３３３円／１人 ５００円／１人 
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※３０人の従業員の企業で比較してみると 

大手民間代行業者は、１０人未満の規模の企業はターゲットにせず、 
従業員数の多い企業をターゲットにしている 



福利厚生事業代行業と比較して③ 

民間代行業 ジョイブ静岡 

利用対象者 
・全国企業勤労者（大企業の入会可） 
・事業所単位での入会 

・市内中小企業勤労者及びその事業主 

・事業所単位で入会できない市内勤労者
（個人） 

・市内在住で市外の事業所に勤務する
勤労者（個人） 
・一般市民 

サービス内容 

・健康維持増進（健康診断割引） 

・健康増進施設（スポーツクラブ等の割
引） 
・学習支援（資格取得費補助） 
・レジャー施設、飲食店等の割引 
・宿泊費補助 
・お見合いパーティー 

・健康維持増進（健康診断補助） 

・健康増進施設（スポーツ施設の入場券
斡旋） 
・学習支援（通信講座等の割引） 
・レジャー施設、飲食店等の割引 
・宿泊費補助 
・お見合いパーティー 
・料理教室の開催 

・体験活動事業（さつまいも掘り体験な
ど） 
・スポーツ大会開催 
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６．まとめ① 

◆ジョイブ静岡（静岡市勤労者福祉サービスセンター）は、 

  本市の殆どを占めている、 

  中小零細企業を主なターゲットとし、 

  福利厚生面のサービスに努めている。 

ジョイブ静岡は・・・。 
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まとめ② 

 

◆主に中小零細企業をターゲットに福利厚生面を充実し、 

  労働環境を良くすることは、 

  そこで働く勤労者や事業主の活力増進を図ることができ、 

  ひいては、市内中小零細企業の発展、 

  地域経済の活性化に寄与するものと考える。 

 

◆ジョイブ静岡が提供するサービスを享受することができる 

  勤労者や事業主が増加することが市にとって「益」になると判断し、 

  その活動を支援しているものである。 

 

市として・・・。 
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